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Ⅹ-１　関係法令の整理

（１）　桜井市開発指導要綱 交通安全対策 第８条 ・遵守する。

・ 本計画は、桜井市が行う事業であり、桜井市開発指導要綱第3条第2項第1号に該当するため適用されない。 等

ただし、担当課の指導により、同要綱を遵守し計画を行う。また、事前に協議を行い協議結果を都市計画課に報告

することとする。

表 桜井市開発指導要綱 技術基準 ・遵守する。

要綱項目 内容及び指導基準 適用・確認 第８

事前協議 第４条

防犯カメラの 第９条 ・遵守する。

設置

公共施設等 第５条 ・遵守する。

の整備

環境対策 第１０条 ・遵守する。

道路の整備 技術基準 ・該当しない。

第３

文化財の保護 第１１条 ・遵守する。

公園・緑地・ 技術基準 ・遵守する。

広場の整備 第４

周辺住民及び 第１２条 ・遵守する。

県基準 ・開発行為でないため該当しな 利害関係者へ

第7章 い。 の周知

第３節

排水設備 技術基準 ・遵守する。 紛争の解決 第１３条 ・遵守する。

第５

・市長の定める区域に該当しな

い。 被害の補償 第１４条 ・遵守する。

消防水利 技術基準 ・遵守する。

第６ ・防火水槽40tを設置する。 公開標識の 第１５条 ・遵守する。

設置

ごみ集積 技術基準 ・遵守する。

施設 第７

公共施設等 第５条 ・遵守する。 ※ 「技術基準」は桜井市開発技術基準を示す。

の整備 ※ 「県基準」は奈良県開発許可制度に関する審査基準集を示す。

Ⅹ-1　関係法令の整理

桜井市新庁舎建設 基本設計

事業者は、開発事業に関係する周辺住民及び利害関係者に対し、計
画内容をはじめ、工事施行内容、安全対策、環境対策等に関する事
項について、説明会等の方法により十分理解と協力を得られるよう積
極的に説明を行い、特に必要な事項については、覚書を締結する等
合意の形成を図るよう努めなければならない。

事業者は、開発事業の施行に伴って生じる苦情及び紛争について、
誠意をもって解決に努めなければならない。

２　前項に定める公共施設等については、奈良県住みよい福祉のまち
づくり条例に適合したものでなければならない。
３　事業者は、開発事業により既設の公共施設等を破損したときは、
市長と協議の上、自己の負担において当該破損個所を原形に復旧し
なければならない。

事業者は、埋蔵文化財の保護について、市長の指示に従い、自己の
負担において必要な措置を講じなければならない。
２　指定文化財付近における開発事業については、事業者は、環境
保全及び周辺の景観を損なわないように配慮しなければならない。

本市において開発事業を行おうとする者は、事前に桜井市開発指導
要綱に基づく事前協議申請書(第1号様式)、土地利用計画内容書
(第2号様式)等の関係書類を添えて、市長その他の機関と別表に定
める事項について協議を行わなければならない。

・桜井市が行う事業であるため
該当しないが関係各課と事前
に協議を行う。

事業者は、開発事業により公共施設及び公益施設(以下「公共施設
等」という。)を、奈良県開発許可制度に関する審査基準集及び桜井
市開発技術基準に基づき、市長の指示に従い自己の負担で施行しな
ければならない。

県審査基準に基づき整備すること。
等

消防水利については、奈良県広域消防組合開発行為に伴う消防水
利施設等協議規程に適合すること。

事業者は、開発区域内にごみ集積場を設置しなければならない。ただ
し、担当課が上の規定によりがたいと認めるときは、この限りではない。
等

開発区域の面積が0.3ha以上5ha未満の開発行為にあっては…開発
区域の面積の３％以上の公園、緑地又は広場が設けられていること。
等

県審査基準に基づくとともに担当課の指示により整備すること。
配置については公園等はがけ、鉄道線路、交通量の著しい道路の付
近、及び高圧線の下の土地に整備しないこと。
等

歩行者等の保護及び歩行者の横断抑制の為の防護柵を設ける等、
安全対策を行うこと。
開発事業により道路を設ける場合は、見通しの悪い地点には、状況に
応じてカーブミラーを設置すること。
等

事業者は、開発事業に関連して、周辺住民及び利害関係者に一切の
被害を生じさせてはならない。
等

事業者は、開発区域内において、周辺から見やすい場所に事業計画
の標識（ 第3号様式） を設置し、周辺住民に公開しなければならな
い。
２　標識の設置期間は、第4条の規定による協議が完了した日から、
第6条の規定による工事完了の検査が完了した日までとする。

事業者は、開発区域及びその周辺に溢水等による被害が生じないよ
うに計画し、県審査基準及び市技術基準に基づき、施工しなければな
らない。
等

調整池その他の雨水流出抑制施設の設置、構造及び維持管理につ
いては…担当課の指導に基づくこと。等
雨水流出抑制施設については、市長の定める区域では0.1ha以上
0.3ha未満の開発面積の場合、300㎥/haの容量を確保すること。

事業者は、工事中及び開発事業完了後における開発事業の区域及
び周辺の交通安全等に関し、あらかじめ市長及び関係自治会並びに
警察署と協議を行い、交通安全のための対策（交通安全対策施設の
設置等） を自己の負担において講じなければならない。

事業者は、駐車場を併設するコンビニエンスストアその他の不特定多
数の者が利用する施設を建築しようとする場合は、市長と協議の上、
自己の負担において、駐車場等に向けられた防犯カメラの設置に努め
なければならない。
等

事業者は、開発事業により公害を発生させ、又は発生させるおそれが
ある場合は、市長の指示により、自己の負担において必要な措置を講
じなければならない。
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（２）　建築基準法（単体規定）

表 建築基準法チェックリスト１

項目 適用条項 審査項目 対応状況 項目 適用条項 審査項目 対応状況

特殊建築物 法2条 ・該当しない。 屋上広場等 令126条1項 ・遵守する。

令115条の3

排煙設備 令126条の2 ・遵守する。

居室 法2条 ・自然排煙にて

計画する。

非常用の照明装置 令126条の4 ・遵守する。

屋根 法22条 特定行政庁指定区域における建築物屋根の防火 ・指定区域外

外壁 法23条 法22条区域内にある木造建築物等の外壁の防火 ・指定区域外 非常用の照明装置 令126条の5 停電時自動点灯し床面照度1ルクス以上の照度を確保 ・遵守する。

の構造

防火壁 法26条

非常用の進入口 令126条の6 ・遵守する。

居室の採光 法28条1項 ・該当しない。 ・代替進入口を

設置する。

居室の換気 法28条2項 居室には換気のための窓その他開口部を設けなければならない ・遵守する。 敷地内の通路 令128条 ・遵守する。

避雷設備 法33条 高さ20ｍ超の建築物に設置 ・遵守する。

特殊建築物等の内装 法35条の2 ・遵守する。

昇降機 法34条 安全な構造でかつ昇降路の周壁及び開口部は防火上支障がない構造 ・遵守する。 令128条の4 ・居室：難燃

令129条 ・通路等：準不燃

法35条 ・遵守する。

無窓の居室等の 法35条の3 ・遵守する。

廊下の幅 令119条 ・遵守する。 主要構造部 令111条

直通階段の設置 令120条 規定を実施し又は補足する 法36条 ・遵守する。

ため必要な技術的基準

採光有効面積の 令20条 法28条1項の居室採光に有効な部分の面積 ・該当しない。

算定方法

2以上の直通階段を 令121条 ・遵守する。 居室の天井の高さ 令21条 居室の天井高さは2.1ｍ以上（室内の平均高さ） ・遵守する。

設ける場合 居室の床の高さ 令22条 下階の居室の床が木造である場合の床高さ及び防湿方法 ・該当しない。

及び防湿方法

階段及び踊場の幅他 令23条 ・遵守する。

避難階段の設置 令122条 ・該当しない。 蹴上：20cm以下

踏面：24cm以上

屋外への出口 令125条 ・遵守する。 幅：120cm以上

踊場の位置及び踏幅 令24条 高さが4mを超えるものにあっては高さ4m以内ごとに踊り場を設ける ・遵守する。

Ⅹ-1　関係法令の整理

桜井市新庁舎建設 基本設計

特殊建築物　学校（専修学校及び各種学校を含む。以下同様とす
る。）、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、
ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工
場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場
その他これらに類する用途に供する建築物をいう

屋上広場又は2階以上の階にあるバルコニー等の周囲には安全上必要
な高さが1.1ｍ以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない

階数が3以上で延べ面積が500㎡を超える建築物には排煙設備を設け
なければならない
ただし階段、昇降機の昇降路その他これに類する建築物の部分は除く居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的で継続的に使

用する室
・倉庫、トイレ、設
備室等、廊下、階
段、昇降機を除く
室に該当。 階数が3以上で延べ面積が500㎡を超える建築物の居室及び地上に通

じる廊下、階段その他の通路並びにこれらに類する建築物の部分

延べ面積1000㎡超の建築物は床面積1000㎡以内ごとに防火壁で区画 ・耐火建築物のた
め該当しない。

高さ31m以下の部分にある3階以上の階の道等に面する外壁面に40m
以内ごとに設置
若しくは代替進入口を10m以内ごとに設置居室(居住のための居室、学校の教室等)には採光のための窓その他開

口部を設けなければならない

令125条第1項の出入り口から道、または公園、広場その他の空地に通
ずる幅員が1.5m以上の通路を設けなければならない

特殊建築物等の避難及び消
火に関する技術的基準

特殊建築物、階数が3以上である建築物、延床面積が1000㎡を超える
建築物等においては避難施設、消火設備、排煙設備、非常用の照明装
置及び進入口並びに敷地内の避難上及び消火上必要な通路は政令に
定める技術基準に従って防火上支障がないようにしなければならない

窓その他の開口部を有しない居室は、その居室を区画する主要構造部
を耐火構造とし、又は不燃材料で造らなければならない

居室床面積合計が200㎡を超える階の両側居室がある廊下は1.6ｍ以
上、その他の廊下は1.2ｍ以上

階数が3以上で延べ面積が500㎡を超える建築物は居室の壁及び天井
の室内に面する部分の仕上げを難燃材料とし、主たる廊下、階段は準不
燃材料としなければならない

避難階における屋外への出口に至る歩行距離は階段からは令120条に
規定する数値以下、居室各部分からは令120条に規定する数値の2倍
以下

避難階以外の階には直通階段を居室の各部分からの歩行距離が所定
数値以下となるように設けなければならない

・無窓居室は40m
以内、その他の居
室は50m以内とす
る(仕上げを準不
燃とした場合は
+10m)

居室採光、天井及び床高さ、床防湿方法、階段、便所、防火壁、防火区
画、消火設備、避雷設備、給排水等配管設備、浄化槽、煙突、昇降機
の設置及び構造に関して補足するための安全上、防火上及び衛生上必
要な技術的基準

5階以下の階で居室床面積合計が避難階直上階で400㎡超、その他の
階で200㎡超となるもの
各避難階段に至る重複区間の長さは令120条歩行距離の1/2を超えて
はならない

直上階居室床面積合計が200㎡超の地上階に設ける階段及び踊場の
幅、蹴上、踏面の寸法基準

5階以上の階又は地下2階以下の階に通じる階段
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（３）　建築基準法（集団規定）

表 建築基準法チェックリスト２

項目 適用条項 審査項目 対応状況 項目 適用条項 審査項目 対応状況

階段等の手すり等 令25条 両側手すり又はこれに代わる側壁を設置 ・遵守する。 敷地 令1条 一の建築物又は用途上不可分の関係にある2以上の建築物の

ある一団の敷地

階段に代わる傾斜路 令26条 勾配1/8以下、表面は粗面又は滑りにくい仕上材料 ・遵守する。

便所の採光及び換気 令28条 採光・換気用の直接外気に接する窓、又は水洗便所として ・遵守する。

これに代わる設備を設置 道路の定義 法42条1項 道路法による道路 ・東側、北側共に

防火区画 令112条1項 1500㎡以内毎に区画 ・遵守する。 1号道路。

（面積区画）

防火区画 令112条9項 ・遵守する。 敷地と道路との関係 法43条 敷地は道路に2m以上接しなければならない ・該当する。

（竪穴区画）

容積率 法52条 指定容積率300％ ・遵守する。

防火区画 令112条12項 建ぺい率 法53条 指定建ぺい率80％

（異種用途区画） 法53条3項 街区の角地にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が

指定するものは1/10を加える

区画貫通部 令112条15項 給水管、配電管その他の管が防火区画を貫通する部分の ・遵守する。 奈良県告示

（設備配管）  令129条の2の5 処理についての技術的基準 第402号

区画貫通部 令112条16項 換気、冷暖房の設備ダクトが防火区画を貫通する部分の ・遵守する。

（設備風洞） 処理についての技術的基準 高さ 法56条 道路斜線 : 勾配1.5　適用距離20m ・遵守する。

煙突 令115条 屋根面から垂直距離60ｃｍ以上 ・発電機排気が 隣地斜線 : 勾配2.5　立ち上がり高さ31m

該当。 31m高度地区（31m高さ制限） ・遵守する。

昇降機 令129条の3 エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機の技術的基準 ・遵守する。

中高層建築物の日影規制 法56条の2 本敷地(近隣商業地域)については対象外

準防火地域内の建築物 法62条 準防火地域内においては、地階を除く階数が4以上である建築物 ・耐火建築物 敷地北側の一部が第1種中高層住居専用地域であるため

又は延べ面積が1500㎡を超える建築物は耐火建築物と とする。 検討を要する

しなければならない 測定面4m　4時間-2.5時間

延焼のおそれのある部分 法2条

Ⅹ-1　関係法令の整理

桜井市新庁舎建設 基本設計

・該当部分には防
火措置を施す。
分庁舎、西分庁
舎についても同
様。

・新庁舎、分庁
舎、西分庁舎、車
庫・倉庫等は用途
上不可分の関係
となり一敷地とす
る。

3階以上の階に居室を有する建築物の吹抜き、階段、昇降路、ダクトス
ペースその他これらに類する部分を区画
避難階直上階又は直下階のみの吹抜きで下地仕上げ不燃の場合はこの
限りではない

建築物の一部が法第24条各号のいずれかに該当する場合においては、
その部分と他の部分とを区画しなければならない

・売店は市役所と
運営者が異なる
場合必要となる。

・許容建ぺい率
90%(80+10)を遵
守する。

内角１２０度以下の二つの道路によつてできた角敷地…で、その周辺の３
分の１以上がそれらの道路に接し、かつ、それらの道路の幅員がそれぞ
れ４メートル以上でその和が１０メートル以上のもの

・本敷地は規制対
象外だが敷地北
側の第1種中高
層住居専用地域
への適合を確認
する。

敷地境界線、道路中心線又は同一敷地内の2以上の建築物(延べ面積
の合計が500㎡以内の建築物は一の建築物とみなす。)相互の外壁間の
中心線から、1階にあっては3m以下、2階以上にあっては5m以下の距離
にある部分
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桜井市新庁舎建設 基本設計

Ⅹ-１　関係法令の整理

（４）　関係法令チェック図
凡例

： 防火区画

： 排煙区画 ( 垂壁 )

： 非居室

： 無窓居室

： 延焼のおそれ

　のある部分
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S=1/800S=1/800

凡例
： 解体建物： 仮囲い

： 来庁者車両動線： 来庁者動線

建替え計画

RESEARCH  INSTITUTE  OF  ARCHITECTURE

Ⅹ-２　

桜井市新庁舎建設 基本設計

注１） 既存の付属建築物については検査済証に代わる 12 条 5 項の報告が必要か確認 ・ 検討を行う。

仮駐車場 (40 台 )

西分庁舎

現庁舎 現庁舎

分庁舎 分庁舎

来庁者の安全な歩行
者動線の確保

西分庁舎への職員

動線の確保

駐車場

車寄せ

ATM ATM

倉庫 3 4

7
8
9

10

5 6 4

7
8
9

10

5 6

倉庫

倉庫

倉庫 2

公用車駐車場

車庫 2

車庫 1

倉庫 1

西分庁舎

車庫 2

西分庁舎 ( 備蓄倉庫 ) への車両動線の確保

駐車場部分の埋設物等

インフラ盛替工事

発電機の設置

燃料タンクの
設置

車庫 1

倉庫 1

工事車両

出入口

車寄せ

Ⅹ-２  建替え計画

・ 現庁舎を運用しながらの新庁舎建設工事となるため、 利用者の安全に十分配慮した計画とする。

・ 工事期間中の利用者用の駐車場確保に配慮した計画とする。

現況図

計画図 - STEP１

・ 既存車庫 ・ 倉庫の解体及び現庁舎の燃料タンク、 発電機の設置や駐車

　場部分の埋設配管等の盛替えを行う。

倉庫 3

倉庫

倉庫

倉庫 2
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： 工事建物
凡例

： 解体建物： 仮囲い

： 来庁者車両動線： 来庁者動線
凡例

： 工事建物： 仮囲い

： 来庁者車両動線： 来庁者動線

建替え計画Ⅹ-２　

RESEARCH  INSTITUTE  OF  ARCHITECTURE

桜井市新庁舎建設 基本設計

ATM ATM

発電機発電機

注２） 倉庫の解体のための工事車両は東側道路からの出入りとし、 警備員による安全対策を行う。 注３） 倉庫 B の新築のための工事車両は東側道路からの出入りとし、 警備員による安全対策を行う。

4

7
8
9

10

5 6

新庁舎

工事車両出入口 工事車両出入口

車寄せ

仮駐車場 (40 台 )

新庁舎

工事車両出入口

車寄せ

仮駐車場 (40 台 )

計画図 - STEP２

その１　

現庁舎を運用しながら、 新庁舎建設工事を

行う。

その２　

新庁舎建設工事に伴い、 車庫及び倉庫、 ごみ置き場の建設工事を行う。

燃料タンク 燃料タンク

西分庁舎

倉庫 B

倉庫 A

車庫 A 車庫 B

作業ヤード ・ 資材置場

現庁舎 現庁舎

分庁舎

西分庁舎

分庁舎

倉庫 3

倉庫

倉庫

倉庫 2

ごみ置場
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： 改修建物

： 完成建物

： 工事建物
凡例

： 仮囲い

： 来庁者車両動線： 来庁者動線

： 工事建物
凡例

： 解体建物： 仮囲い

： 来庁者車両動線： 来庁者動線

： 完成建物

RESEARCH  INSTITUTE  OF  ARCHITECTURE

桜井市新庁舎建設 基本設計

建替え計画Ⅹ-２　

ATM ATM

ごみ置場

発電機撤去

燃料タンク撤去

・新庁舎の完成後、 引越しを行う。

・ 仮囲いの盛替え後、 現庁舎の解

　体工事を行う。

・ 分庁舎及び西分庁舎改修工事を

　行う。

注４） ヤード内の現場事務所等の工事に必要な仮設物については敷地外を想定する。 注５） 分庁舎、 西分庁舎の改修は確認申請の不要な範囲で行うものと想定するが奈良県が定める 「既
存建築物の法適合性の確認の取り扱い」 に則って確認を行う。

注６） 新庁舎 ・ 倉庫 A,B ・ 車庫 A,B は同時に竣工検査を受ける。
注７） 車寄せは増築申請を行い、 新庁舎の竣工検査後の工事とする。

車寄せ屋根

外構工事

一時的に

外構工事

新庁舎

工事車両出入口

仮駐車場 (45 台 )

計画図 - STEP４

その１　

新庁舎を運用しながら、 屋外整備工事を段階的に整備する。

利用者の安全に十分配慮しながら車寄せの建設工事を行う。

新庁舎

仮駐車場 (40 台 )

工事車両

出入口

計画図 - STEP３

現庁舎

来庁者の安全な歩行
者動線の確保

来庁者の安全な歩行
者動線の確保

倉庫 B

倉庫 A

車庫 A 車庫 B
倉庫 B

倉庫 A

車庫 A 車庫 B

西分庁舎

分庁舎

西分庁舎

分庁舎

ごみ置場
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消 防 活 動 用 空 地

駐
車
禁
止

凡例 ： 来庁者車両動線： 来庁者動線
凡例

： 仮囲い

： 来庁者車両動線： 来庁者動線 ： 職員動線

： 完成建物

RESEARCH  INSTITUTE  OF  ARCHITECTURE

桜井市新庁舎建設 基本設計

建替え計画Ⅹ-２　

ATM ATM

外構工事 地域交流広場

来庁者駐車場

新庁舎

車寄せ

工事車両

出入口

分庁舎

西分庁舎

その２　外構工事

倉庫 B

倉庫 A

車庫 A 車庫 B

来庁者駐車場

新庁舎

車寄せ

分庁舎

ごみ置場ごみ置場

西分庁舎

倉庫 B

倉庫 A

車庫 A 車庫 B

完成図
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桜井市新庁舎建設 基本設計

Ⅹ-２　建替え計画　　

倉庫1

車庫2

西分庁舎

桜井市役所

ATM

Ｎ

分庁舎

倉庫2

車庫1

倉庫3～6

倉庫7～10
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桜井市新庁舎建設 基本設計

Ⅹ-２　建替え計画　　

倉庫1

車庫2

西分庁舎

桜井市役所

ATM

Ｎ

分庁舎

倉庫2

車庫1

倉庫3～6

倉庫7～10
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桜井市新庁舎建設 基本設計

Ⅹ-２　建替え計画　　

倉庫1

車庫2

西分庁舎

桜井市役所

ATM

Ｎ

分庁舎

倉庫2

車庫1

倉庫3～6

倉庫7～10
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桜井市新庁舎建設 基本設計

Ⅹ-２　建替え計画　　

倉庫1

車庫2

西分庁舎

桜井市役所

ATM

Ｎ

分庁舎

倉庫2

車庫1

倉庫3～6

倉庫7～10
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桜井市新庁舎建設 基本設計

Ⅹ-２　建替え計画　　

倉庫1

車庫2

西分庁舎

桜井市役所

ATM

Ｎ

分庁舎

倉庫2

車庫1

倉庫3～6

倉庫7～10
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桜井市新庁舎建設 基本設計

Ⅹ-２　建替え計画　　

倉庫1

車庫2

西分庁舎

桜井市役所

ATM

Ｎ

分庁舎

倉庫2

車庫1

倉庫3～6

倉庫7～10
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公用車

おもいやり

公用車駐車スペース

地域交流広場

（臨時駐車スペース）

だれでも駐車場

来庁者駐車場
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公用車
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ごみ置場
分庁舎

西分庁舎

新庁舎

車庫A

車庫B

倉庫A

倉庫B

足洗場

足
洗
場

足洗場

給油口

駐車場
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下部オイルタンク

消
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活
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用
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バス停
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桜井市新庁舎建設 基本設計

Ⅹ-２　建替え計画　　
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桜井市新庁舎建設 基本設計

Ⅹ-２　建替え計画　　
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桜井市新庁舎建設 基本設計

Ⅹ-２　建替え計画　　

倉庫1

車庫2

西分庁舎

桜井市役所

ATM

Ｎ

分庁舎

倉庫2

車庫1

倉庫3～6

倉庫7～10
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桜井市新庁舎建設 基本設計

Ⅹ-２　建替え計画　　

倉庫1

車庫2

西分庁舎

桜井市役所

ATM

Ｎ

分庁舎

倉庫2

車庫1

倉庫3～6

倉庫7～10
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公用車

おもいやり

公用車駐車スペース

地域交流広場

（臨時駐車スペース）

だれでも駐車場

来庁者駐車場中庭

駐輪場

搬入車両駐車スペース

公用車
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桜井市新庁舎建設 基本設計

Ⅹ-２　建替え計画　　
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桜井市新庁舎建設 基本設計

Ⅹ-２　建替え計画　　
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桜井市新庁舎建設 基本設計

Ⅹ-２　建替え計画　　

倉庫1

車庫2

西分庁舎

桜井市役所

ATM

Ｎ

分庁舎

倉庫2

車庫1

倉庫3～6

倉庫7～10
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桜井市新庁舎建設 基本設計

Ⅹ-２　建替え計画　　

倉庫1

車庫2

西分庁舎

桜井市役所

ATM

Ｎ

分庁舎

倉庫2

車庫1

倉庫3～6

倉庫7～10
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桜井市新庁舎建設 基本設計

Ⅹ-２　建替え計画　　
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Ⅹ-５　維持管理計画

（１）　維持管理方針 （３）　消防設備の法定点検

・建物が完成した後においても、将来にわたりその機能を発揮するために十分な維持管理を行っていく必要がある。 ・消防法第１７条の３の３の規定により、消防用設備の定期点検を必要とする。

・建築基準法第8条及び第12条に基づき、必要となる各種点検について下記にまとめる。 ・総合点検及び機器点検は、消防設備士または消防設備点検資格者が行い、その結果を消防署長に報告する。

・消防用設備の定期点検項目を下記に示す。

（２）　免震構造の維持管理計画

（ア）免震構造の点検内容 表　消防設備の定期点検項目

・点検は、目的に合わせて以下の分類のもとに、必要な時期に実施する。

a.　竣工時検査 ： 竣工後の点検(b～eの点検)に必要な項目の初期値を測定するのが目的で、建物の竣工時に実施する。

消火器

 b.  定期点検① ： 日常的に建物の状況や免震部材を注意深く見回り、異常の早期発見と危険の防止をはかるもので、年1回 誘導灯

実施する。ただし、定期点検②と重なる場合は、定期点検①を省略することができる。 屋内消火栓

点検実施は、建物管理者または免震建物点検技術者が行う。 自動火災報知設備

目視を中心とした免震層の見回りを実施し、写真等に留める。 非常警報器具及び設備（非常放送）

非常電源（発電機）

 c.  定期点検② ： 定期点検①で確認できなかった機能的異常の発見と、耐久性に関する性能の確認を目的とするもので、

建物竣工後、5年、10年、以後10年ごとに計測を含めた点検を実施する。 ※１ 総合点検　（１年に１回実施）

点検実施は、免震建物点検技術者が行う。 ・消防用設備等の全部若しくは一部を作動させ、又は当該設備等を使用することによる、設備の総合的な機能の確認。

計測を含めた点検を実施し、写真及び記録に留める。 ※２　機器点検　(６ヶ月に１回実施)

・消防用設備等に附置される非常用電源の正常な作動の確認を行う。

 d.  応急点検 ： 災害に迅速に対応する目的で、当該敷地において大きな地震(概ね震度5弱以上)や強風の発生、火災、 ・消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無その他主として外観から判別できる事項の確認を行う。

浸水等の影響が免震層に及んだ場合は、災害を受けた直後に目視を中心とした点検を実施する。 ・消防用設備等の機能について、外観から又は簡易な操作により判別できる事項の確認を行う。

応急点検時期は、下記の項目に該当した場合に行う。

・通常点検で異常が確認されたとき （４）　その他の点検等について

・大地震後 (当該地域で震度5弱以上の地震) ・消火ポンプ ・エレベーター

・台風後 (当該地域で瞬間最大風速50m/sec以上) 保守点検契約会社との契約により実施（半年に１度） 保守点検メーカーとの契約により実施

・浸水後 (長期に渡る冠水5日以上) ・給水ポンプ ・自動ドア設備

・火災後 保守点検契約会社との契約により実施（随時） 保守点検メーカーとの契約により実施

・その他必要と思われるとき ・排水ポンプ（受水槽室・ピット階湧水） ・受変電設備

保守点検契約会社との契約により実施（随時） 電気主任技術者による点検（年に１度）

 e.  詳細点検 ： 定期点検あるいは応急点検で免震装置に異常が認められた場合に、原因の把握と対応を検討するため ・受水槽・雑用水槽 ・直流電源装置

に、計測を含めた詳細点検を実施する。 保守点検契約会社との契約により実施（年1回） 電気主任技術者による点検（半年に１度）

応急点検・詳細点検は、免震建物点検技術者が行い、その結果を建物管理者に報告する。 ・排水槽

保守点検契約会社との契約により実施（半年に１度）

（イ）免震装置点検項目 ・パッケージ型空気調和機

・免震装置の点検項目は、原則として「日本免震構造協会編 ： 免震建物の維持管理基準（最新版） 」に示す項目の点検を 保守点検メーカーとの契約により実施

行う。 ・雨水利用システム

ただし、応急点検、詳細点検において、異常の発生原因によっては、一部を省略する。 保守点検メーカーとの契約により実施

Ⅹ-５　維持管理計画

桜井市新庁舎建設 基本設計

○

○ ○

消防用設備の種類
総合点検（※１） 機器点検（※２）

点検の内容及びその方法
備考
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Ⅹ-６　周辺環境への配慮

・本計画地周辺は住宅地であるため、新庁舎の工事中や解体工事中においては周辺の安全に十分配慮した工事計画とする。

また完成後の周辺環境に対する影響を十分に考慮した計画とする。

（１）　建設工事及び解体工事中の配慮

・建設業法を遵守することはもとより、環境に関する法規制（「資材有効利用促進法」「建設リサイクル法」「廃棄物処理法」）

に遵守した計画とする。

・建設副産物の発生抑制、再資源、リサイクル、適正処理を考慮した工事計画とする。

・建設工事により排出されたごみの分別に配慮した計画とする。

・工事関係車両が一度に集中しない計画とし、躯体工事期間中など集中する場合は交通誘導員の配置により配慮する。

・工場にて製作された材料などを使用するなど、可能な限り現場での作業を軽減させ工期短縮に配慮した計画とする。

・建設重機や車両、仮設発動機、仮設発電機のエンジン音など工事中に発生する騒音については、低騒音型のものを採用

する計画とする。

・杭打機や建設車両の走行など工事中に発生する振動については、低振動型の工法の採用や、建設重機の車両走行路に

鋼板を敷設するなどの計画とする。

・建設重機や車両などの排ガス等工事中に発生する悪臭については、排ガス対策型建設重機を採用する計画とする。

また、アスファルト防水は改良型無煙釜の採用や無機質系の塗料の採用、無臭接着剤の採用を検討する。

・適切な交通誘導員の配置により安全対策を講じる。

（２）　ビル風による影響

・計画地の周辺に高層建物がなく、また新築建物が低層であるため、周辺環境への影響は少ないものと考える。

（３）　照明による影響

・屋外部分の照明計画について、夜間の通行の安全性や円滑性を確保し、光の死角をなくすなど防犯性に配慮した計画とす

るが、周辺の住宅地への光害が発生しないように、照明器具の配置や間接照明の採用、器具の照射角度、色温度などに配

慮した計画とする。

・環境省の光害対策ガイドラインにおける「屋外照明等設備チェックリスト」を活用するなど適切な照明計画とする。

（４）　完成後の騒音、振動、悪臭などの発生に対する配慮

・排気や室外機等による騒音を考慮した機器選定を行う。またその設置場所については十分に検討を行う。

また消音タイプの機器の選定等の検討を行う。

・ごみ置場への悪臭対策として換気を十分に行える計画とする。

・屋上に設置する設備機械について防振対策を施すとともに消音対策を行う。

Ⅹ-６　周辺環境への配慮
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